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職場のいじめ・嫌がらせに関する相談は８万件を超え（H30年度）、７年連続ですべての相談の中でトップ

パワーハラスメントの予防・解決のための取組の実施状況（従業員規模別）

パワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を実施している企業は52.2%であり、企業
規模が小さくなると実施比率は相対的に低くなるものの、平成24年度と比較するとすべて
の従業員規模の企業で比率が高くなっている。

※いじめ・嫌がらせに関する相談が全てパワーハラスメントに該当するわけではない

出典：「平成30年度個別労働紛争解決制度施行状況」（厚生労働省・令和元年６月）
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（出典：「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」（平成24年度、28年度））
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（１）職場のパワーハラスメントの現状 ①



（１）職場のパワーハラスメントの現状 ②

7.8 17.8 6.9 67.5パワーハラスメントを受けたこ

とがある（n=10000）

何度も繰り返し経験した 時々経験した

一度だけ経験した 経験しなかった

○従業員向けの相談窓口で従業員から相談の多いテーマは、パワーハラスメント（32.4％）が最も多い。
○過去３年間に１件以上パワーハラスメントに該当する相談を受けたと回答した企業は、 36.3％。
○過去３年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員は、32.5％ 。

図１ 従業員から相談の多いテーマ（上位２項目）（複数回答） 図３ 過去３年間のパワーハラスメントの経験

（対象：全回答者、単位％) 【従業員調査】
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図２ 過去3年間にパワーハラスメントに該当すると判断した事例の件数
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職場のコミュニケーションが少ない/減っている

管理職のパワーハラスメントに対する認識・理解が低

い/進んでいない

評価・処遇への不公平感・不満が増加している

正社員以外（パート、派遣社員など）の比率が高まっ

た

経営層のパワーハラスメントに対する認識・理解が低

い/進んでいない

人員整理など過度な業務の合理化があった
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特にない

パワーハラスメントの予防・解決のための取組を進めた結果、
パワーハラスメントの予防・解決以外に得られた効果（複数回答）

（対象：パワーハラスメントの予防・解決のための取組を実施している企業（n=2394）、単位％) 【企業調査】

パワーハラスメントの予防・解決に向けた取組により、職場環境が変わる、コミュニ
ケーションが活性化するほか、「休職者・離職者の減少」、「メンタル不調者の減少」
などの付随効果がみられる。

パワーハラスメントに関する相談件数が増加した／変わらなかった理由
（複数回答）

パワーハラスメントに関する相談が３年前と比べ増加（または変わらない）理由としては、「パワー
ハラスメントに対する関心が高まった」が最も高く、「職務上のストレスが増加している」が続いている。

（出典：「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」（平成28年度））
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（対象：「パワーハラスメントに関する相談があり、以前（３年前）と比べて増加している」または「パワーハラス
メントに関する相談があり、以前（３年前）と変わらない」と回答した企業（n=1322、単位％） 【企業調査】

5

（１）職場のパワーハラスメントの現状 ③



754 688 703 665 570 530 478 530 

958 894 
1,379 1,515 1,418 1,479 1,542 1,457 

483 424 

525 540 
469 508 500 469 261 

194 

294 312 
298 322 297 268 

888 
(20.6%) 811 

(19.9%)

1,039 
(19.5%)

1,105 
(23.2%) 1,272 

(23.6%)

1,290 
(24.2%)

1,351 
(25.0%)

1,554 
(26.8%)

962 
1,060 

1,390 
1,547 

1,369 1,214 1,237 
1,524 

4,306 
4,071 

5,330 
5,684 

5,396 5,343 5,405 
5,802 

23 24 25 26 27 28 29 30 （年度）

その他

いじめ・
嫌がらせ

出向・配
転・昇給昇
格・懲戒

労働条件引
下げ

解雇

退職勧奨・
雇止・内定
取消・自己
都合退職

■ 個別労働紛争関係相談件数（労働者・事業主・その他 計）

6

解雇
（343件）

9.2%

労働条件の引下げ
(277件)7.4%
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ハラスメント特別相談窓口の設置
令和元年12月６日(金) に、ぎふチャン
(岐阜放送)「ぎふサテ！」に取り上げ
られました。
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いじめ・嫌がらせの相談状況

●ハラスメント相談の現状 （岐阜労働局）



（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年
６月５日公布）の概要

女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する一般事
業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の
新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずる。

【女性活躍推進法】

⑴ 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

⑵ 女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、現在１項目以上の公表

を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から１項目以上公表することとする。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。

⑶ 女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度（プラチナえるぼし（仮称））の創設

⑴ 国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」（ハラスメント対策）を明
記【労働施策総合推進法】

⑵ パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】

① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務（相談体制の整備等）を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備

② パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による
調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備

⑶ セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】

① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
② 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

※ パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

公布日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（令和２年６月１日）
（ただし、１ ⑴ ⑵の対象拡大は３年（令和４年４月１日）、２ ⑴は公布日。また、２（2）①について、中小事業主は公布日から起算し
て３年を超えない範囲内において政令で定める日（令和４年３月31日）までは努力義務） 7



被改正法律・項目 施行期日

女
活
法

行動計画策定・情報公表義務の対象拡大
（301人以上→101人以上）

令和４年４月１日

その他（情報公表の強化・勧告違反の公表、プラチナえるぼし、
報告徴収等の対象拡大）

令和２年６月１日

労
働
施
策
総
合
推
進
法

国の施策へのハラスメント対策の明記 公布日

国、事業主及び労働者の責務 令和２年６月１日

雇用管理上の措置義務の新設
令和２年６月１日

※ 中小事業主は、令和４年３月31日までは努力義務

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止 令和２年６月１日

紛争解決援助・調停、措置義務等の履行確保（報告徴収、公表規定整備）
令和２年６月１日

※ 中小事業主は、措置義務については、
令和４年３月31日までは対象外

均
等
法

国、事業主及び労働者の責務

令和２年６月１日

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止

他社の措置義務の実施への協力（努力義務）【セクハラのみ】

調停の意見聴取の対象拡大

男女雇用機会均等推進者の選任努力義務

育
介

法

国、事業主及び労働者の責務

事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止

＜法改正事項＞

＜省令改正事項＞

行動計画策定（状況把握・数値目標）
令和２年４月１日
（対象拡大に関するものは令和４年４月１日）

● 女性活躍推進法等改正法等の施行期日について
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○国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」（ハラスメント対策）を
明記する。

○パワーハラスメントとは、「①優越的な関係を背景とした」、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」
「③就業環境を害すること」（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること）をいうことを明記する。

○事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付ける。

○パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、
厚生労働大臣が「指針」を策定することとする。

〔指針で規定する内容〕
・パワハラの具体的な定義
▶ ３つの要素の具体的内容
▶ パワハラに該当する／しない行為例
▶ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに
当たらないこと 等

※ 取引先や顧客等からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハラスメント）については、法律上の措置義務の対象とはしないが、
指針において労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが望ましい旨を記載。

【現状】 ・職場のいじめ・嫌がらせに関する都道府県労働局への相談は
７万２千件超（H29年度）で６年連続で全ての相談の中でトップ。
・ セクハラの相談件数は約７千件（Ｈ29年度）と高水準にとどまる。

○パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停
（行政ADR）の対象とするとともに、措置義務等について履行確保（助言、指導、勧告等）のための規定を整備する。

・雇用管理上の措置の具体的内容 （現行のセクハラ防止の措置義務と同様）

▶ 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
▶ 苦情などに対する相談体制の整備
▶ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等

○中小事業主に対する配慮等

パワーハラスメント防止対策の措置義務は、中小事業主の施行日に配慮（公布日から起算して３年を超えない範囲内において政令
で定める日までの間は、努力義務とする。）

※その他、事業主による防止措置の実施に関するコンサルティング、セミナー開催等の公的支援を実施する。

※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

9

● ハラスメント対策の強化（男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法※の改正）



② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

労働者が相談等を行うことに躊躇することがないよう、労働者がセクシュアルハラスメント等に
関して事業主に相談したこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する。

③ 自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応

事業主に対し、他社から雇用管理上の措置の実施（事実確認等）に関して必要な協力を求めら
れた場合に、これに応じる努力義務を設ける。

※あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合も、相談に応じる
等の措置義務の対象となることを指針で明確化する。

④ 調停の出頭・意見聴取の対象者の拡大

セクシュアルハラスメント等の調停制度について、紛争調整委員会が必要を認めた場合には、
関係当事者の同意の有無に関わらず、職場の同僚等も参考人として出頭の求めや意見聴取が
行えるよう、対象者を拡大する。

① セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化

セクシュアルハラスメント等は行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、他の
労働者に対する言動に注意を払うこと等を関係者の責務として明記する。
※パワーハラスメント、いわゆるマタニティハラスメントについても同様（②④も同じ）
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（３） 職場におけるパワーハラスメントの防止のための指針の概要

１．職場におけるパワーハラスメントの内容

＜職場におけるパワーハラスメントとは＞

○ 職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素を全てみたすもの。

→ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。

職場におけるパワハラの
３要素

具体的な内容

① 優越的な関係を背景とし
た言動

○ 当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者に対
して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの
（例）
・ 職務上の地位が上位の者による言動

・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、
当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの 等

② 業務上必要かつ相当な範
囲を超えた言動

○ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又は
その態様が相当でないもの

③ 労働者の就業環境が害さ
れる

○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環
境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が
就業する上で看過できない程度の支障が生じること

○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当

該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の
支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当

○ 個別の事案の判断に際しては、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止
めなどその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことも重要。

令和２年１月１５日厚生労働省告示第５号
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＜職場におけるパワハラに該当すると考えられる例／該当しないと考えられる例＞
○ 以下は代表的な言動の類型、類型ごとに典型的に職場におけるパワハラに該当し、又は該当しないと考えられる例。
個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙ではないことに十分留意し、職場に
おけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要。

※例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提

代表的な言動の類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

⑴身体的な攻撃（暴行・傷害） ① 殴打、足蹴りを行う ②相手に物を投げつける ① 誤ってぶつかる

⑵精神的な攻撃
（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい
暴言）

① 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・
性自認に関する侮辱的な言動を含む。

② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳し
い叱責を繰り返し行う

③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責
を繰り返し行う

④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メー
ル等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信

① 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三
注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程
度強く注意

② その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問
題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意

⑶人間関係からの切り離し
（隔離・仲間外し・無視）

① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、
長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させた
りする

② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場
で孤立させる

① 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中
的に別室で研修等の教育を実施する

② 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常
の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室
で必要な研修を受けさせる

⑷過大な要求
（業務上明らかに不要なことや遂
行不可能なことの強制・仕事の妨
害）

① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で
の勤務に直接関係のない作業を命ずる

② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底
対応できないレベルの業績目標を課し、達成できな
かったことに対し厳しく叱責する

③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を
強制的に行わせる

① 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベル
の業務を任せる

② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の
担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任
せる

⑸過小な要求
（業務上の合理性なく能力や経験
とかけ離れた程度の低い仕事を命
じることや仕事を与えないこと）

① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行
可能な業務を行わせる

② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事
を与えない

① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量
を軽減する

⑹個の侵害
（私的なことに過度に立ち入る
こと）

① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写
真撮影をしたりする

② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機
微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに
他の労働者に暴露する

① 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況
等についてヒアリングを行う

② 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情
報（左記）について、必要な範囲で人事労務部門の担
当者に伝達し、配慮を促す

★プライバシー保護の観点から、機微な個人情報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の措置を講じることが必要 12



２．職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置

３．職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組

４．自らの雇用する労働者以外の者（就活生等）に対する言動に関し行うことが望ましい取組

５．他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為
（いわゆるカスタマーハラスメント）に関し行うことが望ましい取組

（１）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラの発生のおそれがある場合や、パワハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に
対応すること

（３）職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと ⑦行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること ※⑥⑦は事実確認ができた場合、⑧はできなかった場合も同様

（４）（１）から（３）までの措置と併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

○ セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応じることのできる体制の整備
○ 職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組

・コミュニケーションの活性化・円滑化のための研修等や、適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組
○ 労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、雇用管理上の措置の

運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努める

○ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ○ 被害者への配慮のための取組
○ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）

○ 職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、他の事業主の雇用する労働者、
就職活動中の学生等の求職者、個人事業主、インターンシップを行う者等に対しても同様の方針を併せて示す

○ 雇用管理上の措置全体も参考にしつつ、適切な相談対応等に努める
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８
（４） 助言、指導、勧告等

男女雇用機会均等法第29条
育児介護休業法第56条
労働施策総合推進法第33条、第36条

（1）厚生労働大臣は、事業主に対し、報告を求めまたは、

助言・指導・勧告をすることができる。

（2）勧告に従わなかった場合には、その旨を 公表することができる。

（3）求められた報告をしなかった場合には、20万円以下の過料に処する。

セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメント
それぞれの事業主の措置義務について
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15

パワハラ [大企業・令和２年６月１日～]
（労働施策総合推進法）
セクハラ（男女雇用機会均等法）
いわゆるマタハラ（育児・介護休業法)

＜紛争解決援助制度の特徴＞
①公平性（公平・中立な立場で） ②任意性（特定の解決方法を強要することはありません）
③互譲性（譲り合いや歩み寄りが大切） ④柔軟性（実際に紛争解決を図るものなので、解決案は柔軟に）
⑤簡易・迅速性（裁判に比べ手続きが簡便で迅速） ⑥非公開性（紛争当事者のプライバシーの保護）
⑦不利益取扱いの禁止 ⑧無料

労使間にハラスメント
に関する問題が発生

労使間が紛争状態となり未解決

解決

パワハラ [中小企業～令和４年３月
３１日]

（個別紛争解決促進法）

企業内における
自主的な対処

労働局長に
よる助言

調停会議

公平、中立性の
高い第三者

簡単な手続きで
迅速な解決

労働局長に
よる助言

あっせん

簡単な手続きで
迅速な解決

公平、中立性の
高い第三者

（５）ハラスメントに関する労使紛争についての行政ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）



（６） ハラスメント防止のための支援

● あかるい職場応援団（インターネットサイト）の活用を！

パワハラ動画
視聴・

ダウウンロード

パワハラ対策
導入マニュアル

パワハラ
チェックリスト

研修資料
パワーポイント

ポスター
パンフレット
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②「法令・様式集」を選択
③「詳細はこちらをご

覧ください(各都道府
県個別)」を選択

④ 様式集表示

①「各種法令・制度・手続き」を選択

● 岐阜労働局ホームーページから様式やツール等のダウンロード！
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● 事業場単位ではなく 企業単位で判断 します。

● 以下の表のとおり「資本金の額または出資の総額」と「常時雇用する労働者の数」のいずれかの基準を満たしていれば、
中小企業に該当すると判断されます。

業種（日本標準産業分類） ■：大分類 〇：中分類 △：小分類
資本金の額または
出資の総額

常時使用する
労働者数

■Ｉ (卸売業、小売業)のうち
〇56(各種商品小売業)、〇57(織物・衣服・身の回り品小売業)、〇58(飲食料品小売業)、
〇59(機械器具小売業)、〇60(その他の小売業)、〇61(無店舗小売業)

■M (宿泊業、飲食サービス業)のうち
〇76(飲食店)、〇77(持ち帰り・配達飲食サービス業)

5,000万円以下 50人以下

■Ｇ (情報通信業)のうち
〇38(放送業)、〇39(情報サービス業)、△411(映像情報制作・配給業)、△412(音声情報制作業)、
△415(広告制作業)、△416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)、

■Ｋ (不動産業、物品賃貸業)のうち △693(駐車場業)、〇70(物品賃貸業)
■Ｌ (学術研究、専門・技術サービス業)
■M (宿泊業、飲食サービス業)のうち 〇75(宿泊業)
■Ｎ (生活関連サービス業、娯楽業) ※ただし小分類791(旅行業)は除く
■Ｏ (教育、学習支援業）
■Ｐ (医療、福祉)
■Ｑ (複合サービス業)
■Ｒ (サービス業<他に分類されないもの＞）

5,000万円以下 100人以下

■Ｉ (卸売業、小売業)のうち
〇50(各種商品卸売業)、〇51(繊維、衣服等卸売業)、〇52(飲食料品卸売業)、
〇53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)、〇54(機械器具卸売業)、〇55(その他の卸売業)

１億円以下 100人以下

３億円以下 300人以下

小売業（飲食店を含む)

サービス業

卸売業

その他（製造業、建設業、運輸業、その他）※上記以外全て

（７） 参考資料 中小企業の範囲

または
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